
福祉お助け用品(事前説明事項) 
～お助け用品は多くの方が利用します。お互いに安心して使用できるようご協力お願いします～ 

 

◎使用後の消毒のお願い 
使用後、アルコール消毒液等で、用品の消毒をお願いします。 
 

【消毒の方法】 
・アルコール消毒液等をキッチンペーパー等につけ、表面の消毒を 
行ってください。 

(消毒液等はご用意願います。家庭用漂白剤を薄めて代用することも可) 
                        ※参考:水 1ℓに対しｷｬｯﾌﾟ約 1 杯 

※使用後 2 週間以内に新型コロナウイルス発症者が出た場合は、 
下記までご連絡願います。 

  掛川市社会福祉協議会(総務係)：0537-22-1294 
 

 
 

◎新型コロナウイルス感染防止チェックリスト 
 

「福祉お助け用品」を使用される場合、3 密(密閉・密集・密接)を避け、
次のことを遵守いただきますようご協力お願いします。 

 

(お助け用品 利用遵守事項) 

□ 利用者全員に体温、体調を事前確認。 

⇒発熱、体調が悪い方は、休むよう促す。 

□ マスクを着用 

□ 手洗い、アルコール消毒を実施(入退室時) 

□ 定期的な換気を行う。(1 時間に 2 回以上) 

□ お互いの距離は、互いに手を伸ばしたら手が届く 

  範囲以上空ける。 

□ 会話をする際は、正面に立たない。 

□ マスクを着けて身体を動かす場合は、無理をせず、

早めに休憩を取る。 

□ 熱中症予防の為、こまめに水分補給や室温を調整 

□ 座席は、横並びで座るなどの工夫を行う。 

       ※厚生労働省 「通いの場に参加するための留意点」から引用 

 
※その他、当会からの指示事項がある場合は遵守願います。 


